
「山口県立大学 大学案内 2023」業務委託仕様書 

  
１． 業務名  

山口県立大学 大学案内 2023作成業務  

 

２． 業務の目的  

山口県立大学（以下、本学）の知名度の向上、ブランドイメージの定着、受験生（高校生等）の増

加を図ることを目的とし、大学案内を作成する。 

 

３． 編集方針 

(1) 受験生（高校生等）の知りたい情報をより分かり易く読みやすいレイアウト・色彩・表現（記

述）にし、学修の全体像を理解しやすい構成とすること。 

(2) 高等教育機関としての品位や風格の他、キャンパスライフが具体的にイメージできるような、エディ

トリアルデザイン（読み手の視線、意図を考えて視覚的に効果的な図や写真等を整理・配列・編

集あるいは計画されたデザイン）とすること。 

(3) 受験生（高校生等）に対して、在学生や、教員の生の声がより届くような工夫をすること。 

(4) 本学の特色ある教育研究活動をはじめ、その他、学生募集につながる斬新な発想に基づき、企画

提案書を作成すること。 

(5) 本学の知名度の向上、ブランドイメージの定着、受験生（高校生等）が本学へ進学してみたいと

思うなど、業務目的を達成するような工夫をすること。 

 

４． 業務履行期間  

契約締結日から 2022（令和 4）年 3月 31日までとする。  

  

５． 大学案内の概要  

(1) 規格     A4 ４C（フルカラー） 

(2) ページ数 50～60頁程度（左綴じ・左開き） 

(3) 予算額  5,962千円（消費税及び地方消費税を含む） 

(4) 主要ターゲット 受験生（高校生等）とその保護者及び高等学校進路指導担当者  

  

６.   業務の内容  

原稿の企画立案・取材・撮影・構成・編集・校正までを次のとおり行うこと。なお、本業務では、

印刷製本は本誌見本のみとする。（必要数の印刷製本は別途発注する。）  

 

(1) 構成は概ね次のとおりとし、その他効果が図れる内容があれば、それを含めて詳細について提案

すること。 
 

  大学の使命、教育研究の理念・特色、基盤教育紹介、学部学科紹介、研究科紹介、別科紹介、取得

可能な資格、教員紹介、入試情報、学費・福利厚生、就職支援、国際交流、社会貢献・地域連携活

動、キャンパスガイド、山口市エリアガイド、アクセス 
 

(2) 校章・シンボルマークやロゴについては、本学より提供するものを使用すること。 

 

７.   成果物 

(1) 大学案内 2023電子データ 



 ・形式①Indesign形式 

②Illustrator形式（Ver.CS5以下、アウトライン無し・アウトライン済の両方） 

※アウトライン無し版については、文字編集可能な状態で納品すること。 

  ③PDF形式（A4単頁、未アウトライン） 

 ・媒体：DVDまたは USBメモリ 

 ・部数：正副 2部 

 

(2) 大学案内 2023本紙見本 

 ・A4版、フルカラー印刷、50～60頁程度 

  （表紙・裏表紙を含む、A3＜20枚程度＞2ツ折、冊子製本有） 

 ・20冊 

 

(3) 印刷仕様書 

印刷の際の紙質等については提案に委ねるので最適なものを提案し、印刷仕様書を提出するこ

と。 

 

(4) 各種原稿等 

取材・撮影・イラストレーション等構成に利用した素材等の電子データを納品すること。 

 

 

８.   成果物の納品期日及び場所 

(1) 納品期日 

2022（令和 4）年 3月 22日まで 

 

(2) 納品場所 

〒753-8502 山口市桜畠 3丁目 2-1（南キャンパス） 

山口県立大学 法人経営部 事業管理・経営企画部門 

電話 083-928-3417 

 

 

９.   その他 

(1) 本業務の履行に係るデータ及び成果物に係る著作権は、原則として全て本学に帰属する。 

(2) 本業務の履行に係るデータ及び成果物は、制作者の承諾なくホームページその他の媒体に使用する

ことにより、本学が自由に公表することができるものとする。 

(3) 本学は、本業務の履行に係るデータ及び成果物の利用目的の実現のために、その内容を改変しよう

とするときは、制作者の承諾なくこれを行うことができるものとする。 

(4) 本業務の履行に係るデータ及び成果物の著作権等に関わる問題が第三者との間で生じた場合は、全

て受託者の責任において解決するものとする。 

(5) 受託者は、本仕様書に明示されていない事項であっても、必要と認められる作業は、本学に報告の

うえ、受託者の責任において実施すること。 

(6) その他、本仕様書に定めのない事項及び不明な点は、受託者と本学で協議する。 


